
 

 

 

 

 

 

 
 

令和５年４月 11日 発行  
 

      「ＣＳだより」として情報発信 
 

北海道室蘭養護学校長 星 野 健 史  

これまで学校だよりを発行してきましたが、昨年度コミュニティースクールを導入しましたの

で、令和５年度からは、地域に開かれた学校として情報発信すべく「ＣＳだより」として学校だ

よりをリニューアルしました。 

地域における特別支援学校の役割の一つに「特別支援学校のセンター的機能の発揮」がありま

す。特別支援教育パートナー・ティーチャー派遣事業として、本校の特別支援教育コーディネー

ターが要請のあった地域の小学校、中学校、高等学校を訪問し、特別な支援が必要な児童生徒の

支援について一緒に考え助言等を行っています。地域の方々や通常の学校の教職員をはじめ、児

童生徒や保護者の方々にも特別支援教育について理解を深めていただきたいと考え、特別支援教

育の最新の動向や本校でも実践している支援ノウハウやユニバーサルな学習環境の具体例など

を発信し、社会の多様化が進む中、障害の有無や年齢、文化的・言語的背景、家庭環境などにか

かわらず、誰一人取り残すことなく、誰もが生き生きとした人生を享受することのできる共生社

会の理解啓発につながる情報をこの「ＣＳだより」で発信していきます。 
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北海道における特別支援教育の基本方針が改訂 
令和５年度から９年度にかけて計画期間となる北海道教育推進計画が改訂されたため、こ

の理念や方向性に基づき、特別支援教育に関する基本方針も改訂されました。 

【基本方針の策定の趣旨】 

特別支援教育は、障がいのある子どもたちの自立や社会参加に向け、次の３点を行います。 

・主体的な取組を支援するという視点に立つ。 

・子ども一人一人の教育的ニーズを把握する。 

・その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必 

要な支援を行う。 

平成 19 年４月に「特殊教育」から「特別支援教育」への転換が図られた。 

その後、北海道障がい者条例の制定（平成 21 年）や、障害者基本法の改正（平成 23 年） 

障害者権利条約の批准（平成 26 年）、発達障害者支援法の改正（平成 28 年）など、 

障がいのある子どもたちを取り巻く状況は大きく変化した。 

近年の特別支援教育に関する国の動向 

・平成 30 年から高等学校等における通級による指導が制度化 

・令和元年には、児童生徒１人１台端末の整備などを掲げた「ＧＩＧＡスクール構想」 

・令和３年には、これからの特別支援教育の方向性を示した「新しい時代の特別支援教育

の在り方に関する有識者会議報告」 

・令和４年には、教員の特別支援教育の専門性の向上に向けた具体的な内容などを示した

「特別支援教育を担う教師の養成の在り方等に関する検討会議報告」が公表 

されるなど特別支援教育を推進する必要性は高まっています。 

 北海道では、障がいのある子どもと障がいのない子どもがともに学ぶインクルーシブ教

育システムの理念の下、全ての子どもたちが、障がいの有無や多様な個性を互いに認め合

い、支え合いながら、ともに学んでいくことができる環境を醸成し、誰もが生き生きと活

躍できる社会が実現するよう、特別支援教育を推進していますが、少子化により子どもた

ちが減少する中、特別支援教育に関する理解や認識の高まりや制度改正などに伴い、特別

支援学校をはじめ、特別支援学級や通級による指導を受ける児童生徒など特別支援教育を

必要とする子どもたちは増加しており、一人一人の教育的ニーズに応じた適切な指導や支

援を行うためには、さらなる特別支援教育の充実を図る必要があります。 

と示しています。 

学校教育局特別支援教育 Webページ https://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/tkk/ 



 

 



 
 

「特別支援教育ほっかいどう」第 28号（通巻第 72号） 

特集②-2 

道内の特別支援学校におけるＩＣＴ活用実践 

        北海道室蘭養護学校の取組 

 

 

 



 



 


